
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科における成績評価に関するガイドライン 

令和３年６月 28 日 

教育委員会決定 

 

本学の「成績評価に関するガイドライン（令和３年３月３日全学教務委員会決定）」に基づき、医歯学

総合研究科授業科目の成績評価に関するガイドラインを下記のとおり定める。 

 

１ 成績評価の基準 

（１）成績評価は、医歯学総合研究科の学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）に掲げる能力を踏まえ、

各授業科目の主担当教員の責任において授業科目ごとに「学習目標」「到達目標」を設定し、履修者

の達成度及び学習成果を適切に評価するものとする。 

（２）成績評価は、原則として、本学の成績評価における素点による評価に基づく評定に準じて、以下の

評点と評価基準で行うこととする。 

ア 講義科目 

講義科目の場合、秀が評価対象者の２０％以内に収まることを目安とするが、履修登録者数が２

０人未満の科目については、この限りではない。 

合否 評価 評点 評語 評価基準 

合格 秀 90 点以上 AA 学習目標を十分に達成したうえで、極

めて優秀な成果を修めている。 

優 90 点未満から 80 点以上 A 学習目標を十分に達成している。 

良 80 点未満から 70 点以上 B 学習目標を達成している。 

可 70 点未満から 60 点以上 C 学習目標を最低限達成している。 

不合格 不可 60 点未満 D 学習目標を達成しておらず、再履修が

必要である。 

イ 演習、実験、実習科目 

 演習、実験、実習科目は所定のプロトコルに沿って正しく実施すれば一定の結果を得られる科

目、参加して見学すること自体が学習目標となる科目など、指示に従って学習すれば誰もが学習目

標を十分に達成することができる性質を持つ。そこで、演習、実験、実習科目の場合、評価の割合

に上限を設けずに以下の評点と評価基準で行うこととする。 

合否 評価 評点 評語 評価基準 

合格 秀 90 点以上 AA 学習目標を十分に達成したうえで、新

たな発見、発明、考察を行う等、極め

て優秀な成果を修めている。 

優 90 点未満から 80 点以上 A 学習目標を十分に達成している。 

良 80 点未満から 70 点以上 B 学習目標を達成している。 

可 70 点未満から 60 点以上 C 学習目標を最低限達成している。 

不合格 不可 60 点未満 D 学習目標を達成しておらず、再履修が

必要である。 



 

２ 成績評価の方法 

（１）授業科目ごとに、学習目標及び到達目標を踏まえて、中間試験、期末試験、出席状況、レポート、

成果発表（プレゼンテーション）、学修態度等のどのような要素で評価するかを決定する。 

（２）単位取得要件としての出席回数は、原則として、３分の２以上とする。 

（３）具体的な評価方法は、各授業科目の主担当教員が定める。 

 

３ シラバスへの記載方法 

（１）各授業科目の主担当教員は、成績評価の基準及び方法をシラバスに明記する。成績評価の基準につ

いては、「学習目標」を記載する。成績評価の方法については、具体的な評価項目とその割合等を明

記して、シラバスに記載する。 

（２）科目の特性に応じて特定の評価方法を採用する場合、その旨シラバスで周知するか、授業開始後 

可及的速やかに学生に周知するものとする。 

 

  附 則 

このガイドラインは、令和４年４月１日から施行する。 


